
 
～幻想的な舞と音色が溶け合う幽玄の世界～ 

第３４回 相模原薪能を開催します 

 
 相模原の夏の風物詩、「相模原薪能」を８月２０日(土)に開催します。 
 日本古来の伝統芸能である能楽を郷土「相模原」に定着させ、本市の文化の向上を図る

ことを目的として、毎年実施している催しです。 
 今回の公演では、宝生流 宝生 和英（ほうしょう かずふさ）師がシテ（物語の主役）

を務める能「『黒塚（くろづか）』白頭（はくとう）」などを上演します。 
 
１ 日 時 令和４年８月２０日（土） 
 開場：午後４時１５分  開演：午後５時（午後７時終演予定） 
 
２ 会 場 相模女子大学グリーンホール・大ホール(相模原市南区相模大野４－４－１) 

 
３ 演 能 宝生流（ほうしょうりゅう） 
 

４ 演 目 仕舞「加茂（かも）」 

「箙（えびら）」 

「三井寺（みいでら）」 

 狂言「文荷（ふみにない）」 

 能 「『黒塚（くろづか）』白頭（はくとう）」 

 

５ 座席  全席指定  

予約券 ５００席 ５００円 予約券発売：７月２日（土）１０：００～ 

※ホール前方の演目が見やすい座席となっております。 

入場券 １，０００席 無料 入場券取扱開始：７月８日（金）１０：００～ 

・チケット Move ０４２－７４２－９９９９ 

・チケットムーヴ.net（http://move-ticket.pia.jp/） 

※１枚につき手数料３３０円がかかります。 

・チケットMove窓口（入場券配布初日は、窓口での取り扱いはありません。

また、予約券の取り扱いはございません。） 

 
６ 主 催 公益財団法人相模原市民文化財団、学校法人相模女子大学、相模原市 
 

※当日取材を希望する場合は、別紙「撮影・録音・録画 申請書」に必要事項をご記入いた

だき、開催前日までに、相模原市民文化財団にＦＡＸで送付してください。 
（ＦＡＸ番号：０４２－７４９－２７７２） 

 

令和４年７月１日 
相模原市発表資料 

問合せ先 

文化振興課 

直通０４２－７６９－８２０２ 

http://move-ticket.pia.jp/


  会社名   部署・肩書

 連絡先
 電話・E-mail

②担当出演者（能楽協会正会員）　記入欄

　

名刺添付欄

又は「申請者連絡先」欄に記入

①申請者 記入欄 ＊該当する□に✔

　本書式（チラシ又は当日プログラムの添付を含む）は申請者が保管し、能楽協会がコピーをお預かり致します。

　　※能楽協会への提出は、協会指定の書式回収窓口（指定能楽堂）、又は直接能楽協会宛に送付。

　□　上記事項は主催者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　の許諾済みである。
　
　□　申請者が主催者である。

　【遵守事項】
　　●開示に際して
　　　・閲覧者による転用、転載禁止を明記すること。
　　　・映像を使用する際は、30秒以内を目安とした部分利用に限り、転用、転載禁止を明示すること。
　　　・スペースのある限り、演目・流儀・演者名の順で、クレジット表記をすること。
　　●本書式で定めるネット配信の範囲は、非営利目的利用（閲覧にあたって課金の生じないもの）に限り、
　　　営利目的利用の場合は別途権利処理（場合によっては契約書の締結）を必要とする。
　

　□　有　　 掲載サイト名又はURL

　□　無

該当公演情報

【注】チラシ又は当日プログラムを
必ず添付。

　                            年　　　　　　月　　　　　日

    公演名

収録方法 　□　写真撮影　　　　    　□　映像撮影           □　録音のみ

使用目的

該当する目的全てに✔

【注】本書式は、一次利用
（右記に記入の目的）のみ

使用可能。

※右記以外の目的での使用
（二次利用）が生じた場合は

権利処理が必要。

　□　公演主催者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　  　　　　）の記録・保存及び、広報利用。

　□　特定の能楽師（氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　）の演能活動記録。
　　　※複数名いる場合は、全員の氏名を記入。

　□　能楽データの保存・蓄積の為。

公益社団法人能楽協会指定様式　20180614

＜申請書式　Ｂ＞

撮影・録音・録画 申請書

　※主催者（能楽協会正会員及び正会員で構成される団体以外）、
　　　撮影（録音）希望者、撮影（録音）した写真・音源・映像の利用者用

■本書式使用に関する遵守事項
　・必ず公演前日迄に必要事項を記入の上、関係者の署名を得ること。当日の出演者への署名依頼は禁止。
　・本書式に関する責任の所在は申請者にあるものとする。申請者が撮影（録音）者と異なる場合も、
　　撮影（録音）者の責任は申請者にあるものとする。
　・書式の加工や改変等は行わないこととする。
　・記録・保存以外の目的で撮影（録音）する場合は、利用者の非営利（使用にあたって対価が発生しないもの）・
　　営利を問わず、別途、覚書・契約書の締結を前提とする。
　・成果物の複製、転用、転載禁止。使用の際はその旨必ず明記すること。
　・使用に際し、スペースのある限り、演目・流儀・演者名の順で、クレジット表記をすること。

インターネット配信

※動画配信サイト、SNSへの掲載を含む。
 （YouTube、Facebook、Twitter、Instagram等）

【注】 「有」の場合は
必ず遵守事項を守ること。

撮影者記入欄

出演者への周知方法
【注】必ず出演者へ周知すること。

　□　事前周知（出演依頼状に記載、書面通知、口頭内諾 等）　　　　　□　当日周知（楽屋掲示 等）
　

　　　　※ 原則、書面での事前周知を基本とし、当日周知（楽屋掲示 等）も必ず行うこととする。

 
　　上記申請を許諾します。　　　　　　　 　　　　　　　　年　　　　 月　　　　日　　　署名：

　■本書式のお取り扱い

 【撮影（録音）に関する遵守事項】
　　・フラッシュの使用、公演中の客席内での移動、指定された場所以外での撮影は禁止とする。
　　・主催者、会場、出演者の指示に従い、上演・観賞の妨げとならないよう留意すること。
    ・本書式で申請された目的以外で写真を使用する際は、必ず権利処理を行うこと。
　  ・ガイドライン（別紙）を遵守のこと。

　
　　　　　　　　　　　年　 　　　月　　  　　日     　　　撮影者署名　：

撮影（録音）物の保管責任者

主催者の許諾

【注】必ず主催者の許諾を
得ること。

　□　放送、雑誌掲載、展覧会掲示 等　※具体的に。　　＊別途契約締結を前提とする。

　□　その他　※具体的に。

申請者名

申請者連絡先

※名刺添付　　又は以下に記入




